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【社会的な貢献】

政策研機関誌への掲載がゼロとなっているが、年初時点での計画指摘事項３

性が必要ではないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

（『 』） 、 （『 』）政策研の機関誌 農林水産政策研究 は 前身の機関誌 農業総合研究

、 、 、同様 学術的な内容を有する機関誌しての性格を有しているため 基本的には

掲載される論稿については、課題の設定、研究方法（調査対象、使用データ、

分析手法等 、考察内容等におけるオリジナリティが求められる。）

一方、政策研の研究は、第一義的には、行政部局からの要請に応えた調査研

究という性格を有することから、学術的にもしっかり裏打ちされた成果を提供

できるよう努めているものの、各々の研究内容が、課題設定をはじめとして、

必ずしも学術的なオリジナリティを備えているわけではない。

このため、すべての研究成果がそのまま機関誌へ掲載できる性格のものでは

ないことから、年度当初に、機関誌への投稿を計画することは困難な状況にあ

。 、 、る しかしながら 政策研の機関誌としての役割は重要であると認識しており

着実な刊行を図るため、研究内容等を勘案しながら、積極的な投稿をこれまで

以上に促していく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・ 農林水産政策研究』第１４号発刊 ・ 農林水産政策研究』第１５号発刊『 『

（ 年 月） （ 年 月 。20 7 21 6 ）

なお、現在、投稿された原稿が６本

あり、このうち３本については査読が

終了し、残りの３本を査読中。
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【社会的な貢献】

単行本について、できれば普及版の発行も考慮されたい。指摘事項４

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究成果の公表については、研究内容等も勘案しながら、多様な情報発信ル

ートを活用した、幅広い層への研究成果の普及が重要であると認識している。

このため、研究員個々の自主的な判断を基本としつつも、研究成果を書籍の形

で発表する際には、わかりやすい内容で手軽に購入できる価格帯等の普及版の

発行についても進めていく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・坂内久・大江徹男編『燃料か食料か ・藤島廣二・小林茂典『業務・加工用

』 』－バイオエタノールの真実－ （２０ 野菜－売れる品質・規格と産地事例－

年７月 （当所研究員（清水純一、伊 （２０年１１月））

藤正人）が分担執筆者として参画）

・小泉達治『バイオエタノールと世界

の食料需給 （１９年９月）を加筆修』

正し、わかりやすく記述した普及版の

発行を準備中。
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【社会的な貢献】

学術的メディアに限定すると、発表件数の落ち込みに歯止めがか指摘事項５

かっておらず、機関誌発行がゼロも問題である。研究勢力の割に

マスコミを通じた発表が弱い状況は前年度と同様である。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

（ 社会的な貢献】の指摘事項１と同じ （再掲）【 。）

研究成果の社会への発信力を高めるためには、①幅広い層への情報発信を目

的とする、プレスリリース等の実施、研究会・講演会等の開催、②研究者向け

の成果発表の場である学会活動、③行政部局への研究成果の提供・還元、等の

多様な情報発信ルートを、研究内容の特性等に応じて適時適切に選択し活用し

ていく必要がある。

こうした研究成果の社会的発信力の一層の強化を図るため、政策の企画立案

への貢献を使命とする政策研の研究（政策研究）の実施に当たっては、行政部

局からの直接的な要請への対応はもとより、国民の関心事項を把握し、これを

研究課題の検討等に活かすことによって、これまで以上に国民視点に立った政

策の企画立案に資する研究の推進に取り組むことが重要である。

これらの点を踏まえながら、より効果的な情報発信力の向上に向けて、政策

研の広報活動の一層の充実に取り組んでいく。

（同上、再掲）○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・広く社会への発信力を高めるため、 ・｢ 年における世界の食料需給見2018
研究成果についてプレスリリースやテ 通し－世界食料需給モデルによる予測

レビ出演等による公表を実施。 結果－」を２１年１月１６日に共同記

（｢経営安定プロジェクト」の研究成 者会見 （別紙３参照) 全国紙、地方。

果を２０年８月１２日にプレスリリー 紙、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾆｭｰｽ等多数掲載。

ス （別紙１、２参照）日本農業新聞 また 「バイオ燃料原材料農産物の需。 、

８月１３日、２６日掲載。 要拡大が農産物の国際価格に及ぼす影

テレビ出演については２０年５月、 響」を２１年１月３０日にプレスリリ

７月に、国際食料需給、バイオ燃料関 ース。(別紙４参照)日刊工業新聞外２

係で２回出演） 誌に掲載。

これらに関する記事を中心に、新聞

への掲載数は１９年度の５倍を超え、

飛躍的に増加。

・世界の食料需給見通しについて２１

、 。年１月にテレビ ２月にラジオに出演
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・｢集落営農組織の設立等が地域農業、

農地利用集積等に与える影響に関する

分析」を２１年７月３日にプレスリリ

ース （別紙５参照）。

・社会的に関心の高い事項やタイムリ

ーな政策課題の研究を行っている当所

の研究員やその研究成果を対外的に広

くアピールすることを目的に、広報活

動のより一層の充実を図るため「広報

のあり方検討会」を設置。本省の広報

戦略企画官(民間からの出向者）から

広報のあり方の基本等について指導を

受けた上で、当所の効果的な広報のあ

り方について検討を行い、課題の把握

とその改善に努め、下記の取組を実施

中。

１． の改善： 別紙６参照）HP （

）「 」 。1 クローズアップ研究者 の掲載

研究者の知名度を上げるため、個

々の研究者を紹介するページを新

設。

「注目のキーワード」の掲載。2）
キーワードから当所の関連論文等

や本省の関連情報のリンク先に誘

導。

「 (よくある質問)」の掲載。3 FAQ）

２．アンケートの実施： 別紙７参照）（

）メールマガジン登録者を対象に1
Web広報のあり方全体についての

アンケートを実施(２１年５月２

８日～６月１２日 。）

）国民がどのような政策テーマに2
、関心があるかを直接把握するため

研究会の外部参加者に対し、アン

ケート調査を実施(２１年６月２

日より実施中 。）

３．パンフレット（要覧）の作成：
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当所の概要や研究体制等を紹介する

パンフレットを作成中。

４．メールマガジン(登録者数２１年

８月現在で約 名) たより １6,500 、「 」（

９年７月から原則毎月発刊、現在１

９号）の編集企画について、より対

外的な発信を意識して検討を実施。

今後も発信する情報内容等について

工夫を行う。

・国家公務員としての職務専念義務の ・引き続き同様の取組を実施。

ため兼職・兼業規制等の制約の中で、

研究員の専門性を活かした大学非常勤

講師、外部各種委員・講師依頼に最大

限対応。

・幅広い層を対象とした、一般公開の ・引き続き同様の取組を実施。

セミナー、研究会等を開催。 ２１年３月４日に 「北東アジア農、

政研究フォーラム」の一環として日中

韓シンポジウム（第６回）を東京で開

催 （別紙８参照)。

・ 年度日本農業経済学会大会にお2009
いて、当所が企画した特別セッション

（「 」） 。集落営農の発展と法人化 を開催
（別紙９参照）

・省内への情報発信の一層の強化等を ・引き続き同様の取組を実施。

図るため、庶務課長会議での報告・了

承プロセスの実施に加え、２０年７月

より省内ミニ報告会（勤務時間外に短

時間で集中的に議論）を実施。
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○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

（ 社会的な貢献】の指摘事項２と同じ （再掲）【 。）

政策研の基本的使命は政策の企画立案への貢献であり、これは、政策研究機

関として第一義的に求められる役割である。特に、農林水産省改革推進本部で

了承された「政策決定プロセスの改善策」においても、その柱となる「科学的

・客観的な分析」の中で、政策研の役割が明確に位置づけられており、政策の

企画立案への一層の貢献が期待されているところである。ただし、研究機関と

しての役割はそれにとどまるものではなく、政策研究に係る学術的な貢献も併

せて求められる。

このため、①行政部局からの直接的な要請に対応して実施する研究と、②行

政部局とも連携しつつ、一歩先の政策展開等を見据えて実施する研究の双方の

役割や特徴等を勘案しつつ、行政向けの成果と学術的な成果のバランスを図り

ながら研究を実施することが重要である。

このバランスを図るに当たっては、行政対応型の研究と学術的な研究の接点

（交わり）を広げ、それを深めていくことが重要であると認識しており、行政

向けの成果についても、研究課題の特性等も勘案しつつ、学術的にしっかり裏

打ちされた内容（水準）のものを提供できるよう努めていきたい。

こうした基本的研究スタンスを踏まえ、行政との連携等新たな取組の定着度

合い等も勘案しながら、課題設定の方法の改善や課題数の適正化を図るととも

、 、 、に 行政からの転入者や若手研究員の指導の強化により発表力を高め 学会誌

各種雑誌、行政向け資料等を合わせたトータルの研究成果の発表件数の増加を

目指す。

（同上、再掲）○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・実施研究課題数については、１８年 ・２１年度の実施研究課題数について

、 。度、１９年度が２０課題であったが、 は さらに絞り込んで１３課題で実施

２０年度は１６課題へ若干の絞り込み

を実施。

、 、・研究成果の発表件数は下記のとお ・２０年度の発表件数は 雑誌９５件

り。 学術的単行本１３件、口頭発表１１３

１８年度は、雑誌９５件、学術的単 件（合計２２１件）

行本６件、口頭発表９７件（合計１９

８件 。１９年度は、雑誌９１件、学）

術的単行本１４件、口頭発表１０８件

（合計２１３件 。）

２０年７月から、研究成果を省内職

員向けに平易に報告するとともに集中
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的に議論する省内ミニ報告会を開催。

・２１年７月２８日に開催された第７

回農林水産省改革推進本部で「政策決

定プロセスの改善策」が了承。その中

「 」 、の 科学的・客観的な分析 において

。政策研の果たすべき役割について期待

（別紙１０参照)

-32-



○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

（ 社会的な貢献】の指摘事項３と同じ （再掲）【 。）

（『 』） 、 （『 』）政策研の機関誌 農林水産政策研究 は 前身の機関誌 農業総合研究

、 、 、同様 学術的な内容を有する機関誌しての性格を有しているため 基本的には

掲載される論稿については、課題の設定、研究方法（調査対象、使用データ、

分析手法等 、考察内容等におけるオリジナリティが求められる。）

一方、政策研の研究は、第一義的には、行政部局からの要請に応えた調査研

究という性格を有することから、学術的にもしっかり裏打ちされた成果を提供

できるよう努めているものの、各々の研究内容が、課題設定をはじめとして、

必ずしも学術的なオリジナリティを備えているわけではない。

このため、すべての研究成果がそのまま機関誌へ掲載できる性格のものでは

ないことから、年度当初に、機関誌への投稿を計画することは困難な状況にあ

。 、 、る しかしながら 政策研の機関誌としての役割は重要であると認識しており

着実な刊行を図るため、研究内容等を勘案しながら、積極的な投稿をこれまで

以上に促していく。

（同上、再掲）○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・ 農林水産政策研究』第１４号発刊 ・ 農林水産政策研究』第１５号発刊『 『

（ 年 月） （ 年 月 。20 7 21 6 ）

なお、現在、投稿された原稿が６本

あり、このうち３本については査読が

終了し、残りの３本を査読中。
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【社会的な貢献】

分野として海外関連に偏っていて、日本の農業・農政に関連する指摘事項６

報道が少ない点も気になる。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究成果については、海外関係、国内関係のいずれにおいても、その研究内

容の特性等に応じて、プレスリリースや政策研のホームページ等も活用した社

会的情報発信の強化に積極的に取り組む必要があると認識している。

今後、国内関連分野の研究成果についてもこうした取組を積極的に行ってい

く。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・日本の農業・農政に関連する報道と ・｢集落営農組織の設立等が地域農業、

して、２０年８月１２日に以下２件の 農地利用集積等に与える影響に関する

プレスリリースを実施 （別紙１、２ 分析｣研究成果の公表についてプレス。

参照)日本農業新聞８月１３、２６日 リリースを実施。(２１年７月３日）

（別紙５参照)掲載。

)｢水田・畑作経営所得安定対策下1
における集落営農組織の設立等が

地域農業、農地利用集積等に与え

る影響に関する分析」研究結果の

公表について

)集落営農組織へのアンケート調査2
結果(平成 年 月実施)の公表20 5
について

・平成２０年度｢食料・農業・農村白

書｣に研究成果が掲載。(別紙１１参照)

・｢農産物直売所の動向とその経済効

果」

｢小学生の農山漁村での長期宿泊体

験活動に係る課題の整理・分析」

「中山間地域振興のための集落間連

携の推進方策に関する研究｣

などの内容が新聞等に掲載。
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掲載ページ 研究成果内容

17 ２０１８年における世界の食料需給の見通しについて

43 野菜の用途別需要の動向と国内産地の対応課題

63 農産物直売所の経済分析

92 集落営農組織へのアンケート調査結果

135
都市と農山漁村の共生・対流による農山漁村・国民経済へ
の効果分析についての調査研究

平成２０年度　「食料･農業･農村白書」に掲載されている研究成果

-35-

別紙１１



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項１ 一部データ不足により、活用が見送られた研究成果があるのは残

念である。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究に必要なデータのうち行政部局が保有するデータを活用できることが、

国に所属する研究所の利点の一つであり、また、研究の効率性を向上させる上

でも重要である。

このため、研究実行計画作成段階から、分析内容の検討に合わせ、行政部局

が有しているデータの提供を要請し、確保するよう努めているところである。

今後とも研究に必要なデータの確保に向けて、必要に応じ政策課を通じて関係

部局への働きかけなども行っていく。

、 、 、また 研究成果については 行政部局における企画・立案に活用されるよう

中間的報告を含め、適時・適切に情報提供を行っていく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・２０年度の研究課題については、研 ・引き続き同様の取組を実施。

究実行計画作成段階において、分析内

容の検討に合わせ、行政部局が有して

いるデータの提供を要請し、確保。ま

た、課題設定をはじめ、中間報告、最

終報告など行政部局との密接な連携の

もとに行っており、研究成果について

適時適切に情報提供を行ったところ。
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【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項２ 行政部局からの評価にかなりバラツキがある。また、行政対応特

別研究の評価があまり高くない。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究課題の設定、研究実行計画の策定、研究実施（研究内容の調整及び中間

報告等を含む 、研究取りまとめ等の各段階において、行政部局との密接な連携）

を図りながら研究の推進を図ることはもとより、本省の庶務課長会議（大臣官

房の各課長、各局庁の総務課長等で構成）での報告・了承プロセスを適時実施

し、研究内容、成果等に対する省内の共通認識の向上と調整プロセスのオーソ

ライズを図る。

また、政策研西ヶ原本所の霞が関地区への移転（合同庁舎４号館で分室と一

体化）に伴い、行政部局との物理的距離がより近くなったことから、この環境

を、行政部局との連携強化はもとより日常的な情報交換の活発化等に活かして

いく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・行政対応特別研究における行政部局 ・行政対応特別研究における行政部局

との連携状況に関する評価が高くない との連携状況に関する評価は飛躍的に

状況を踏まえ、２０年度においては、 向上。

課題設定及び当該年度の実行計画作成 引き続き、連携強化に向けた取組を

段階から行政部局との連携の促進を図 実施。

るとともに、研究実施段階において庶

務課長会議への中間報告等に合わせて

進捗状況や研究内容について協議を行

う等により連携を充実強化。
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【機関運営の状況】

（１）課題設定及び研究実施等における行政部局との連携状況

指摘事項３ 新しい課題についての関係行政部局の評価が概して低い。その理

由として、研究手法そのものが確立されていないことが考えられ

る。こういう領域での一層の研究深化がこれからは必須である。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

研究課題の設定、研究実行計画の策定、研究実施（研究内容の調整及び中間

報告等を含む 、研究取りまとめ等の各段階において、行政部局との密接な連携）

を図りながら研究の推進を図ることはもとより、本省の庶務課長会議（大臣官

房の各課長、各局庁の総務課長等で構成）での報告・了承プロセスを適時実施

し、研究内容、成果等に対する省内の共通認識の向上と調整プロセスのオーソ

ライズを図る。

また、政策研西ヶ原本所の霞が関地区への移転（合同庁舎４号館で分室と一

体化）に伴い、行政部局との物理的距離がより近くなったことから、この環境

を、行政部局との連携強化はもとより日常的な情報交換の活発化等に活かして

いく。

なお、研究手法が確立されていないような研究課題については、内外の最新

の研究動向に関する感度をより一層高め、研究手法そのものに対する研究につ

いても積極的に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・行政対応特別研究における行政部局 ・行政対応特別研究における行政部局

との連携状況に関する評価が高くない との連携状況に関する評価は飛躍的に

状況を踏まえ、２０年度においては、 向上。

課題設定及び当該年度の実行計画作成 引き続き、連携強化に向けた取組を

段階から行政部局との連携の促進を図 実施。

るとともに、研究実施段階において庶

務課長会議への中間報告等に合わせて

進捗状況や研究内容について協議を行

う等により連携を充実強化。
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項１ 所内の研究者の確保・育成については、明確な中長期方針の下で

継続的に取り組むことが重要である。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

農林水産政策の企画立案への貢献という政策研究機関の役割を果たすために

は、中長期的視点に立った政策課題を踏まえ、これらの研究推進に必要な人材

の確保を図ることが重要である。

このため、これらの幅広い専門分野の人材を確保するため、新規採用（Ⅰ種

試験合格者からの採用 、公募による選考採用を行うとともに、行政、独立行政）

、 、 、 。法人 大学 民間研究機関等との人事交流により 必要な研究員の確保を図る

また、採用後は行政との連携のノウハウを取得させるため、行政への出向や

所内の企画調整部門への配置を促進するほか、在外研究、外国留学等により研

究能力の向上に努める。

○具体的な取組

年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後２０

・２１年度の新規採用を本省に対して ・２２年度の新規採用を本省に対して

要求 新規採用は認められなかった 要求。。（ ）

・２０年度からプロジェクト研究「世

界の食料需給の中長期的な見通しに関

」 、する研究 が開始されたことを踏まえ

その体制整備を図るため２０年７月に

公募式による選考採用により主任研究

官１名（国際需給モデル）を新規に採

用。

・アメリカ農業に関する研究体制を強 ・２１年４月に任期付任用（環境、地

化するため、２０年７月に任期付任用 域活性化）２名を新規に採用。

１名（アメリカ農業）を新規に採用。

・大学院生等を研究補助者として活 ・引き続き同様の取組を実施。

用、日本学術振興会特別研究員の受入
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、 。等 研究員の定員外の人材確保を実施

・２１年１月に、乳製品等の計量モデ

ル分析の専門家として行政部局へ１名

転出（その後、コーネル大学の招へい

研究員として、更なる自己研鑽を実施

中）
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項２ 新規採用、外部機関との人的交流では特色がない。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

新たな分野への迅速な対応は、新規採用や行政出身者によることは困難であ

るため、当該分野の研究実績のある即戦力となる者を選考採用する。

また、より効果的な研究の推進を図る観点から、政策研だけでは十分な対応

が困難とみられる研究課題について、外部研究機関との連携等を積極的に推進

する。この一環として、平成２１年度から開始した提案公募型による委託事業

（競争的研究資金制度）も活用し、大学等外部研究機関との連携強化を図って

いく。

これらに加え、政策研西ヶ原本所の霞が関地区への移転（合同庁舎４号館で

分室と一体化）を契機に、霞が関地区にある他省庁の政策研究機関との連携等

についても積極的に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・２０年度からプロジェクト研究「世

界の食料需給の中長期的な見通しに関

」 、する研究 が開始されたことを踏まえ

その体制整備を図るため２０年７月に

公募式による選考採用により主任研究

官１名（国際需給モデル）を新規に採

用。

（ 、・アメリカ農業に関する研究体制を強 ・２１年４月に任期付任用２名 環境

化するため、２０年７月に任期付任用 地域活性化）を新規に採用。

１名（アメリカ農業）を新規に採用。

・研究及び行政経験を活かした大学院

生等の指導を行うため、東京農工大学

へ１名転出。

・政策研研究員の現場に即した金融研

究の機会の充実と、農林中金総研研究

員に現地調査経験を積ませるため、２
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１年度において、農林中金総合研究所

との間で各１名を相互交流（１８～１

９年度も同様の取組を実施 。）

・２０年４月に環境問題の専門家とし ・２１年６月に、派遣職員としてアジ

て 事務局へ１名派遣。 ア生産性機構事務局へ１名派遣。OECD

・独立行政法人との人事交流として以 ・独立行政法人との人事交流として以

下を実施。 下を実施。

１８年度から引き続き、２０年度にお ２０年度に引き続き、２１年度におい

いても、農研機構との間で各１名を相 ても、農研機構から３名転入（１名転

互交流（畜産経済の専門家の転入、東 出 。）

南アジア農業の専門家の転出 。）

１７年度から引き続き、２０年度にお

いても、国際農林水産業研究センター

へ１名転出（環境問題の専門家 。）

・２０年度から、政策研併任となった ・２１年度は４名の専門スタッフ職 情（

３名の専門スタッフ職（情報分析官） 報分析官）が政策研併任。行政経験を

、について、専門分野を考慮しながらチ 活かした知見の一層の活用を図るため

ームに配置し、行政経験を活かしたア チーム長として研究を推進。

ドバイザーとしての役割等を担当。

・２１年度からは新たに大学等外部研

究機関を対象とした競争的研究資金制

度を創設しており、こうした新たな研

究の枠組みの運用等を通じても、外部

。の研究機関との連携強化を図っていく
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項３ 経営安定プロジェクトなどでみられる研究ネットワークをいかに

増やしていくかが課題である。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

専門性や調査対象の規模等の面から、政策研の研究員だけでは十分な対応が

困難な課題については、研究の効果的実施、研究水準の向上等を図るため、外

部の専門家に客員研究員として、研究の分担実施、研究会への参加による助言

等を依頼している。

こうした客員研究員等の外部研究者の研究ネットワークの構築は、政策研の

研究を効果的かつ高い水準で実施するためには極めて重要であると認識してお

り、今後は、国内研究者のネットワークのみならず 「北東アジア農政研究フォ、

ーラム」に参画している日中韓の研究者をはじめ国際的な研究ネットワークの

構築についても取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・１９年度から行っている経営安定プ ・引き続き同様の取組を実施。

ロジェクトにおいては、地域別・営農

類型別に網羅した形で集落営農組織等

の定点観測を全国的規模で実施するた

め、道府県の普及組織及び大学や独立

行政法人等の試験研究機関の研究者の

参画を得て、研究ネットワークを構築

して研究を推進 （別紙１２参照）。

この他、２０年度から開始した世界

食料プロジェクトにおいては、主要国

の食料需給情報の収集・分析に関し

て、政策研の研究員だけではカバーで

きない国・地域の専門家を客員研究員

に委嘱し、この研究ネットワークを活

用して、世界の食料需給情報の全体像

の把握に努めつつ研究を推進。

・科学研究費補助金で実施する研究に ・引き続き同様の取組を実施(２１年
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ついて、当所の研究課題との関連性を 度は研究代表者として３件実施 。）

明確にした上で、外部研究者と連携し

たネットワークを活用して研究を実施

(２０年度は研究代表者として２件実

施 。）

・研究交流を促進するため、国立大学 ・左記を踏まえた２１年４月協定書に

法人東北大学大学院農学研究科と教育 基づき、東北大学の連携講座｢資源環

研究指導等に関する協定書を２０年６ 境政策講座」が開設。当研究所の研究

月に締結。 員２名が教授、准教授として委嘱。
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集落営農組織等調査のための研究ネットワーク

農林水産政策研究所

地域別・営農類型別に網羅した形で集落営農組織等の定点観測を行うため

に、政策研は、道府県の普及組織及び大学等試験研究機関の研究者の参画を得

て、研究ネットワークを構築して詳細な調査を継続的に実施する。

現時点での研究ネットワーク参加者は別添のとおり（随時追加予定 。）

研究ネットワークは、普及組織からの推薦や政策研が独自の開拓で確保した

全国約１００の集落営農組織等を対象に共通フォーマットによって調査を実施

するとともに、研究ネットワークに参加する研究者には、この約１００に対す

る調査に加えて、各地域で地域の課題に応じた集落営農等の調査を追加で実施

してもらう。

政策研は、共通フォーマットにより集積された調査結果のデータベースを構

築し、構築されたデータベースを基に比較分析を実施する。研究ネットワーク

に参加する研究者は、政策研の了承の下にそのデータを利用するとともに、共

通フォーマット以外の点についても、各地域で独自の調査を追加で行い、地域

特有の課題等について研究を実施する。

政策研は、全国的な比較分析及び各地域別の分析を総括するとともに、共通

の分析の視点を持つため、あるいは、調査結果についての共通の認識を持つた

め、研究ネットワークに参加する研究者による研究会を年１回開催する。

調査対象集落営農組織

組織Ｋ

組織Ｌ

組織Ｍ

県農試

組織Ｎ

組織Ｏ

組織Ｐ

普及

組織Ｅ

組織Ｆ

組織Ｇ

独法

組織Ｈ

組織Ｉ

組織Ｊ

大学

調査依頼 データ集約

組織Ａ

組織Ｂ 組織Ｃ

組織Ｄ

政策研
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【機関運営の状況】

（２）人材の養成・確保、流動性の促進への取組、外部の関係者等と

の連携状況

指摘事項４ 政策関係の人材強化を図られたい。GMO

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

効果的な研究の推進を図るため、政策研の研究員だけでは十分な対応が困難

とみられる研究課題については、外部研究機関や外部研究者との連携等を行い

ながら取り組んでいるところである。今後も、研究内容等に応じて、外部研究

。者の活用等も含めた機動的かつ効果的な研究推進体制による対応を進めていく

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・行政部局からの要請に対応し、必要外部専門家を客員研究員として１名委嘱

に応じて外部研究者との連携も図りつして研究を推進。

つ研究を推進。
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【機関運営の状況】

（３）研究課題に応じた機動的・効果的な体制の確保

指摘事項１ プロジェクト研究の中には、バイオ燃料、環境政策分析等国家プ

ロジェクトと言えるものが含まれているので、他省との更なる連

携強化を図られたい。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

バイオ燃料、環境政策等をはじめ国家プロジェクトとして取り組むべき課題

については、まず農水省と他省庁の行政部局間の連携により、国全体としての

中長期的な戦略や方向性等に関する枠組みの形成を図り、それを前提とした上

で、各省庁の政策研究機関等が各々の役割分担を明確にしながら連携して研究

課題に取り組むことが必要である。

なお、政策研西ヶ原本所の霞が関地区への移転（合同庁舎４号館で分室と一

体化）を契機に、霞が関地区にある他省庁の政策研究機関との連携等について

も積極的に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・ 、 等国際機関と情報・意 ・引き続き同様の取組を実施。OECD FAO
見交換を積極的に実施。

・他省庁主催の研究会等に参加し、研 ・引き続き同様の取組を実施。

究者同士の交流を促進。
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【総合評価】

指摘事項１ 食料・農業政策に関して広く社会をリードしうるような研究成果

をあげるためには、外部の多様な研究者を組織化した大型の研究

プロジェクトを実施するといった努力が必要ではないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

政策研の研究推進においては、一歩先の政策展開を見据え、国民生活や食料

・農業・農村に及ぼす影響が大きく、国民の関心の高い研究課題を設定し、外

部研究者の研究ネットワーク等も活用した取組が重要であると認識している。

たとえば、国民の関心の高い世界の食料需給については、わが国独自の需給

、 、モデルを開発して中長期的な予測を行い その成果をプレスリリースするなど

幅広い層への情報発信を積極的に行っているほか、モデル開発については、国

内のみならず海外の研究者とも情報交換を行ってその改善に努めているところ

である。

こうした、国民の関心が高く、社会的にもインパクトのある研究について、

国内外の外部研究者の研究ネットワークの構築も進めながら、今後とも積極的

に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

「 」 、・ 経営安定プロジェクト において

地域別・類型別に網羅した形で集落営

農組織等の定点観測を行うため、都道

府県の普及組織、大学や独法の試験研

究機関の研究者等の参画を得て構築し

た研究ネットワークを活用して、現地

調査を実施するとともに、２０年６月

に仙台、岡山で研究ネットワークの参

加研究者が各自の研究成果を持ち寄っ

て検討会を開催。

・平成２１年５月１８から１９日にか

けて開催された第１８回世界食料需給

見通し専門家会合に の研究者JIRCAS
。 、１名とともに研究員２名が参加 また

続 け て ５月 ２ ０ 日 に開 催 さ れ た

モデル見直し専門家AGLINK-COSIMO
会合にも同様に研究員２名が参加。
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・２１年度から、新たに大学等外部研

究機関を対象とした競争的研究資金制

度を創設しており、こうした新たな研

究の枠組みの運用等を通じても、外部

。の研究機関との連携強化を図っていく

・研究課題の内容に応じた規模のチー

ム編成を適切に行うほか、必要に応じ

て外部研究者の組織化も図りつつ研究

を推進。
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【総合評価】

指摘事項２ 人材の育成、外部との交流でもう少し積極的な実績が望まれる。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

農林水産政策の企画立案への貢献という政策研究機関の役割を果たすために

は、中長期的視点に立った政策課題を踏まえ、これらの研究推進に必要な人材

の確保を図ることが重要である。

このため、これらの幅広い専門分野の人材を確保するため、新規採用（Ⅰ種

試験合格者からの採用 、公募による選考採用を行うとともに、行政、独立行政）

、 、 、 。法人 大学 民間研究機関等との人事交流により 必要な研究員の確保を図る

また、採用後は行政との連携のノウハウを取得させるため、行政への出向や

所内の企画調整部門への配置を促進するほか、在外研究、外国留学等により研

究能力の向上に努める。

また、より効果的な研究の推進を図る観点から、政策研だけでは十分な対応

が困難とみられる研究課題について、外部研究機関との連携等を積極的に推進

する。この一環として、平成２１年度から開始した提案公募型による委託事業

（競争的研究資金制度）も活用し、大学等外部研究機関との連携強化を図って

いく。

これらに加え、政策研西ヶ原本所の霞が関地区への移転（合同庁舎４号館で

分室と一体化）を契機に、霞が関地区にある他省庁の政策研究機関との連携等

についても積極的に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・２０年度からプロジェクト研究「世

界の食料需給の中長期的な見通しに関

」 、する研究 が開始されたことを踏まえ

その体制整備を図るため２０年７月に

公募式による選考採用により主任研究

官１名（国際需給モデル）を新規に採

用。

（ 、・アメリカ農業に関する研究体制を強 ・２１年４月に任期付任用２名 環境

化するため、２０年７月に任期付任用 地域活性化）を新規に採用。

１名（アメリカ農業）を新規に採用。

・研究及び行政経験を活かした大学院

生等の指導を行うため、東京農工大学
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へ１名転出。

・政策研研究員の現場に即した金融研

究の機会の充実と、農林中金総研研究

員に現地調査経験を積ませるため、１

８年度から引き続き、２１年度におい

ても、農林中金総合研究所との間で各

１名を相互交流。

・２０年４月に環境問題の専門家とし ・２１年６月に、派遣職員としてアジ

て 事務局へ１名派遣。 ア生産性機構事務局へ１名派遣。OECD

・独立行政法人との人事交流として以 ・独立行政法人との人事交流として以

下を実施。 下を実施。

１８年度から引き続き、２０年度にお ２０年度に引き続き、２１年度におい

いても、農研機構との間で各１名を相 ても、農研機構から３名転入（１名転

互交流（畜産経済の専門家の転入、東 出 。）

南アジア農業の専門家の転出 。）

１７年度から引き続き、２０年度にお

いても、国際農林水産業研究センター

へ１名転出（環境問題の専門家 。）

・２０年度から、政策研併任となった ・２１年度は４名の専門スタッフ職 情（

３名の専門スタッフ職（情報分析官） 報分析官）が政策研併任。行政経験を

、について、専門分野を考慮しながらチ 活かした知見の一層の活用を図るため

ームに配置し、行政経験を活かしたア チーム長として研究を推進。

ドバイザーとしての役割等を担当。

・２１年度からは新たに大学等外部研

究機関を対象とした競争的研究資金制

度を創設しており、こうした新たな研

究の枠組みの運用等を通じても、外部

。の研究機関との連携強化を図っていく

-56-



【総合評価】

指摘事項３ 今後対外的に政策研の知名度を高めていくためには、攻めの広報

活動に加え 優れた成果をもって 積極的な研究員の売り込み ス、 、 （

タープレーヤーを育てる）も必要ではないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

政策研の研究成果及び人的資源等に関する社会的情報発信力を向上させるた

めには、広報活動の充実が必要不可欠である。

このため、所内に、広報のあり方を検討する専門委員会を設置し、①研究成

果や研究員の対外的アピールを効果的に行う手法、②国民の関心事項等を把握

し、それを研究課題の検討等に活かしていく手法、等の検討をはじめ、広報活

動全体の見直しを行い、その改善に積極的に取り組んでいく。

○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・社会的に関心の高い事項やタイムリ

ーな政策課題の研究を行っている当所

の研究員やその研究成果を対外的に広

くアピールすることを目的に、広報活

動のより一層の充実を図るため「広報

のあり方検討会」を設置。本省の広報

戦略企画官(民間からの出向者）から

広報のあり方の基本等について指導を

受けた上で、当所の効果的な広報のあ

り方について検討を行い、課題の把握

とその改善に努め、下記の取組を実施

中。

１． の改善： 別紙６参照）HP （

）「 」 。1 クローズアップ研究者 の掲載

研究者の知名度を上げるため、個

々の研究者を紹介するページを新

設。

「注目のキーワード」の掲載。2）
キーワードから当所の関連論文等

や本省の関連情報のリンク先に誘

導。

「 (よくある質問)」の掲載。3 FAQ）

２．アンケートの実施： 別紙７参照)（
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）メールマガジン登録者を対象に1
Web広報のあり方全体についての

アンケートを実施(２１年５月２

８日～６月１２日 。）

）国民がどのような政策テーマに2
、関心があるかを直接把握するため

研究会の外部参加者に対し、アン

ケート調査を実施(２１年６月２

日より実施中 。）

３．パンフレット（要覧）の作成：

当所の概要や研究体制等を紹介する

パンフレットを作成中。

４．メールマガジン(登録者数２１年

８月現在で約 名) たより １6,500 、「 」（

９年７月から原則毎月発刊、現在１

９号）の編集企画について、より対

外的な発信を意識して検討を実施。

今後も発信する情報内容等について

工夫を行う。
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【総合評価】

指摘事項４ 研究成果の発表の状況について判断を下すためには、政策研の研

究スタイルのあるべき構成（学術的研究と行政対応研究のバラン

ス）に関する考え方を整理することも必要ではないか。

○指摘に対する基本的な対応方針・考え方

社会的な貢献 の指摘事項２と同じ （再掲）（ 】【 。）

政策研の基本的使命は政策の企画立案への貢献であり、これは、政策研究機

関として第一義的に求められる役割である。特に、農林水産省改革推進本部で

了承された「政策決定プロセスの改善策」においても、その柱となる「科学的

・客観的な分析」の中で、政策研の役割が明確に位置づけられており、政策の

企画立案への一層の貢献が期待されているところである。ただし、研究機関と

しての役割はそれにとどまるものではなく、政策研究に係る学術的な貢献も併

せて求められる。

このため、①行政部局からの直接的な要請に対応して実施する研究と、②行

政部局とも連携しつつ、一歩先の政策展開等を見据えて実施する研究の双方の

役割や特徴等を勘案しつつ、行政向けの成果と学術的な成果のバランスを図り

ながら研究を実施することが重要である。

このバランスを図るに当たっては、行政対応型の研究と学術的な研究の接点

（交わり）を広げ、それを深めていくことが重要であると認識しており、行政

向けの成果についても、研究課題の特性等も勘案しつつ、学術的にしっかり裏

打ちされた内容（水準）のものを提供できるよう努めていきたい。

こうした基本的研究スタンスを踏まえ、行政との連携等新たな取組の定着度

合い等も勘案しながら、課題設定の方法の改善や課題数の適正化を図るととも

、 、 、に 行政からの転入者や若手研究員の指導の強化により発表力を高め 学会誌

各種雑誌、行政向け資料等を合わせたトータルの研究成果の発表件数の増加を

目指す。

（同上、再掲）○具体的な取組

２０年度以降機関評価指摘前 機関評価指摘後

・実施研究課題数については、１８年 ・２１年度の実施研究課題数について

、 。度、１９年度が２０課題であったが、 は さらに絞り込んで１３課題で実施

２０年度は１６課題へ若干の絞り込み

を実施。

、 、・研究成果の発表件数は下記のとお ・２０年度の発表件数は 雑誌９５件

り。 学術的単行本１３件、口頭発表１１３

１８年度は、雑誌９５件、学術的単 件（合計２２１件）
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行本６件、口頭発表９７件（合計１９

８件 。１９年度は、雑誌９１件、学）

術的単行本１４件、口頭発表１０８件

（合計２１３件 。）

２０年７月から、研究成果を省内職

員向けに平易に報告するとともに集中

的に議論する省内ミニ報告会を開催。

・２１年７月２８日に開催された第７

回農林水産省改革推進本部で「政策決

定プロセスの改善策」が了承。その中

「 」 、の 科学的・客観的な分析 において

。政策研の果たすべき役割について期待

（別紙１０参照）
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